
新型コロナ
ワクチンニュース

コールセンターを開設しました
＼ 新型コロナウイルスワクチンの接種に関するお問い合わせ・接種の予約 ／

接 種 券 は

順 番 に
お届けします！

公 式 情 報 は

順 次
お伝えします！

感染リスクをふまえ、接種には優先順位が決められております。まずは

65歳以上 (令和 3年度中 )の高齢者の方から接種が始まります。

接種が受けられる時期の前に、それぞれのお手元に接種券をお届けいた

しますので、もうしばらくお待ちください。

✔私のかかりつけ医では、接種できますか？

✔集団接種会場への行き方を教えてください

✔接種券をなくしてしまった！

✔単身赴任で粕屋町に居住中。必要な手続きは？

粕屋町では、希望する接種対象者がスムーズに接種を受けられるよう、

急ピッチで準備を進めているところです。

「誰が、いつ、どこで」接種を受けられるのか、国の決定事項がわかり次第、

その都度お伝えすることになります。

町のホームページや新型コロナワクチンニュース ( このチラシや広報 )、

テレビから見られるｄボタン広報誌 (1ch KBC 九州朝日放送 ) にて順次

お知らせしてまいりますので、引き続きチェックしてください！

粕屋町 新型コロナウイルスワクチン
予約・問い合わせ コールセンター

0570-005-548
こんなお問い合わせに対応します

粕屋町 新型コロナウイルスワクチン

9:00 ～ 17:00　( 土日祝休 )

ワクチン製品に関する専門的なご質問や、
ご回答に医学的知見が必要となるような
お問い合わせについては、こちらの
コールセンターでは回答が難しい場合が
あります。
その場合、ワクチンメーカーのコールセ
ンターや福岡県相談窓口のご紹介をいた
しますので、何卒ご了承ください。

＼ 新型コロナウイルスワクチンの接種に関するお問い合わせ・接種の予約 ／＼ 新型コロナウイルスワクチンの接種に関するお問い合わせ・接種の予約 ／
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新型コロナウイルスワクチンの概要

接種対象者

接種の優先順位 (現時点で国が示している順位 )

基礎疾患を有する人

　新型コロナウイルス感染症の長期化する発生状況からまん延の防止を図るため、予防接種法の
臨時接種に関する特例により、国の指示のもと、予防接種を実施します。
　接種開始から当面の間使用する予定のファイザー社製ワクチンは、決められた間隔をあけて
2 回接種します。接種費用は、無料です。

16 歳以上で、粕屋町の住民基本台帳に登録されている人

※原則、住民票所在地の市町村で接種を受けることになります。
　ただし、粕屋町に居住のある方 ( 単身赴任や下宿など ) は、住民登録を行っていない場合でも、

粕屋町で接種を受けられる場合がありますので、ご相談ください。

❶　医療従事者など
➋　高齢者
　　…高齢者とは、令和 3 年度中に 65 歳以上に達する人 ( 昭和 32 年 4 月 1 日以前に生まれた人 )
❸　基礎疾患を有する人⇩
➍　高齢者施設などの従事者
➎　60 歳から 64 歳の人
➏　それ以外の人

ワクチンの供給量や時期によっては、さらに細分化されることがあります。

①　下記の病気や症状で 通院や入院をしている方
❶　慢性の呼吸器の病気
➋　慢性の心臓病 ( 高血圧を含む )
❸　慢性の腎臓病
➍　慢性の肝臓病 ( 肝硬変など )
➎　インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病 又は 他の病気を併発している糖尿病
➏　血液の病気 ( 鉄欠乏性貧血を除く )
➐　免疫の機能が低下する病気 ( 治療中の悪性腫瘍を含む )
➑　ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
➒　免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
➓　神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態 ( 呼吸器障害など )
⓫　染色体異常
⓬　重症心身障害 ( 重度の肢体不自由と重度の知的障害とが複合した状態 )
⓭　睡眠時無呼吸症候群
⓮　重い精神疾患や知的障害 ( 療育手帳を所持している )

②　基準 (BMI30 以上 ) を満たす肥満の方　　※ BMI= 体重 ( キログラム ) ÷身長 ( メートル ) ÷身長 ( メートル )

ご自身の状態が
あてはまるかどうかの
判断については、
かかりつけ医に
ご相談ください

※ 重い精神疾患に該当する場合
・精神疾患の治療のため入院している
・精神障障害者保健福祉手帳を所持している
・自立支援医療 ( 精神通院医療 ) で「重度かつ継続」に該当
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完全予約制で接種を行います。本人確認ができない場合は接種を受けられませんので、以下のもの
を必ずお持ちください。

ワクチン接種を受けるまでの手順

 接種券・予診票を受け取る

 接種を受ける場所を決める

 接種予約をする

 予約した日時にワクチン接種を受ける

　現在進められている医療従事者の優先接種の後に、一般の方の接種が始まります。具体的な開
始の日程については、決まり次第お知らせいたします。

✔　国より「接種開始日」が示され、準備がととのい次第、町から接種券等を発送します。
✔　発送は、左記の「接種の優先順位」の順番でお届けします。
✔　接種券は、住民基本台帳に登録された住所に送付します。

お届けする封筒には、  接種券・接種済証   予診票　が入っています。

　　　　　…　２回の接種を受けるための券です。

　　　　　…　接種を受けたことを証明する書類となります。
２回の接種が終わったあとも、大切に保管してください。

　　　　　…　接種の前に、あらかじめ記入してからご持参ください。
当日にご自宅で計った体温をご記入ください。

次のいずれかの場所で接種が受けられます。

　　　　　　　　　　　　　　( 新型コロナワクチン接種に対応の医療機関のみ )
…対応医療機関は、決まり次第お知らせします。

粕屋町内の病院・クリニック

粕屋町内の病院・クリニック …各々の医療機関において、予約方法が異なります。

…☎コールセンターやインターネットから予約がで
きます。詳しくは、今後送付する接種券に同封の
チラシをご覧ください。

集団接種会場 ( 粕屋町福祉センター )

集団接種会場 ( 粕屋町福祉センター )

接 種 券
・

接種済証

予 診 票

接 種 券
・

接種済証

予 診 票
（ 記 入 済 )

封筒セット 本人確認書類　１通
運転免許証、

健康保険証、

マイナンバー
カードなど

１

２

３

４

＋

新型コロナワクチンニュース！　第 1 号　令和 3 年 3 月 18 日改訂版



福岡県 新型コロナウイルスワクチン 専用ダイヤル

0570-072-972

厚生労働省 新型コロナワクチン コールセンター

0120-761-770

よくあるご質問

新型コロナウイルスワクチン接種は、コロナウイルスに感染した場合に、発症や重症化を予防する効
果が期待されています。強制ではなく、あくまでご本人の意思に基づいて受けていただくものですの
で、接種を希望されない場合は、無理に接種する必要はありません。

新型コロナワクチンの接種を希望しません。接種しなくてもよいでしょうか？

ワクチンを受けた方は、新型コロナウイルス感染症の発症を予防できると期待されていますが、ワク
チンを受けた方から他人への感染をどの程度予防できるかはまだ分かっていません。また、ワクチン
接種が徐々に進んでいく段階では、すぐに多くの方が予防接種を受けられるわけではなく、ワクチン
を受けた方も受けていない方も、共に社会生活を営んでいくことになります。
このため、引き続き、皆さまに感染予防対策を継続していただくようお願いします。

接種後は、制限なく行動できるようになるのでしょうか？

妊娠中、授乳中の方も、新型コロナワクチンを受けることができます。
ただし、妊婦又は妊娠している可能性のある女性には、海外の実使用経験などから現時点で特段の懸
念が認められている安全性に関するデータが限られていることから、接種のメリットとデメリットを
よく検討して判断していただくこととしています。
また、授乳中の女性については、現時点で特段の懸念が認められているわけではなく、海外でも接種
の対象とされています。 ワクチンを受けるかお悩みの方は、主治医にご相談ください。

妊娠中や授乳中の人は、ワクチンを受けることができますか？

全額公費で接種を行います。粕屋町から接種券 ( クーポン券）をお送りしますので、  それを使用して
接種していただきます。

新型コロナワクチンの接種は無料ですか？

粕屋町 新型コロナウイルスワクチン
予約・問い合わせ コールセンター

ナビダイヤル
9:00 ～ 17:00 ( 土日祝休 )

0570-005-548

集団接種・予約などに関すること 接種後の副反応など、ワクチンに関する医学的なこと

ワクチン接種の制度に関すること

ナビダイヤル
9:00 ～ 18:00 ( 毎日 )
(4 月 1 日から 24 時間体制 )

フリーダイヤル
9:00 ～ 21:00 ( 毎日 )

現在日本で薬事承認されている、ファイザー社の新型コロナワクチンについては、16 歳以上が対象
となっています。このため、16 歳に満たない方は、ワクチンの接種の対象にはなりません。

子どもはワクチンを受けることができますか？
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